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生ごみ処理機等を活用したごみの減量にご協力ください

～生ごみ処理機の種類と特徴～

種類 主な特徴 メリット デメリット 補助金の詳細

・屋内（キッチン等）
 に設置可能
・虫や臭いが出ない
・簡単操作
・電気代がかかる
・価格高め

・手間がかからない
・屋内設置が可能

・電気代がかかる
・高価

補助率 2/3
上限額 40,000 円

・庭や家庭菜園に設置
・落ち葉や雑草も処理
 可能
・定期的に混ぜる作業
 が必要

・安価
・落ち葉や雑草、生ご
 みも入れられる
・自然素材の肥料を作
 ることができる

・混ぜる手間がある
・虫や臭いが発生す      
 ることがある

補助率 4/5
上限額 11,000 円

・屋内設置可能
・発酵促進剤が必要
・水切りや細かく刻む
 作業が必要

・安価
・電気不要

・発酵促進剤の購入 
 が必要
・発酵臭が出る場合
 がある

なし

・屋外の雨のかからな
 い場所に設置
・定期的な交換が必要

・安価
・臭いが出にくい

・ダンボールの交換
 が必要
・混ぜる手間がある

なし

電気式生ごみ処理機

コンポスト

ＥＭ容器（密閉容器）

ダンボールコンポスト

　家庭から出る可燃ごみの約３０％は生ごみが占めており、その約８０％は水分です。これがごみを重

くする原因となっています。この水分をひと絞りするだけでごみの減量に効果があります。また、上記

の生ごみ処理機から、ご自身の生活スタイルにあった方法で可燃ごみの減量にご協力ください。

　電気式生ごみ処理機、コンポストについては、購入費用の一部を町で補助しますので、ぜひご活用く

ださい。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

除
雪
機
購
入
費

　補
助
制
度
を

　ご
利
用
く
だ
さ
い

　
町
で
は
、
積
雪
時
に
お
け
る

道
路
交
通
お
よ
び
安
全
で
安
心

な
住
民
生
活
の
確
保
を
目
的
と

し
、
地
域
ぐ
る
み
の
除
雪
活
動

を
推
進
す
る
た
め
、
除
雪
機
の

購
入
費
補
助
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　
除
雪
機
は
毎
年
生
産
台
数
が

限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
利

用
さ
れ
る
方
は
お
早
め
に
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
補
助
対
象
者
〕
自
治
会
ま
た

は
町
内
に
居
住
す
る
複
数
世
帯

で
構
成
す
る
団
体

〔
対
象
機
械
〕
販
売
店
か
ら
購

入
す
る
新
品
の
除
雪
機

〔
補
助
金
額
〕
購
入
費
の
２
分

の
１
以
内
（
補
助
限
度
額
15
万

円
）

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
整
備

課
　
　  

　
☎
83-

２
３
６
７

環
境
整
備
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
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キ
ッ
ト
を

支
給
し
て
い
ま
す

　
町
で
は
、
町
内
在
住
の
65
歳

以
上
の
方
で
、
一
人
暮
ら
し
の

方
、
高
齢
者
の
み
で
お
住
ま
い

の
方
ま
た
は
日
中
や
夜
間
に
独

居
と
な
る
方
を
対
象
に
、
救
急

時
に
必
要
な
医
療
情
報
を
あ
ら

か
じ
め
保
管
し
て
お
く
こ
と
が

で
き
る
、「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ

ト
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ

ト
」
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
定

の
用
紙
に
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
の
他
、
既
往
歴
、
か
か
り
つ

け
医
療
機
関
、
緊
急
連
絡
先
な

ど
を
記
入
し
、
所
定
の
保
管
場

所
（
冷
蔵
庫
）
に
常
備
し
て
、

救
急
時
の
適
切
な
医
療
活
動
を

支
援
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
福
祉
保
健
課

に
、
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

第
76
回
人
権
週
間

 
12
月
４
日
（
水
）
～
10
日
（
火
）    

　毎
日
の
生
活
の
な
か
で
困
り

ご
と
や
、
い
じ
め
、
体
罰
な
ど

人
権
に
関
す
る
こ
と
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
人
権
擁
護
委
員
が

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
相
談
日
は
、
毎
月
第
２
木
曜

日
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で
福

祉
会
館
で
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
町
の
人
権
擁
護
委
員

　原
島

　貞
夫

　（
丹
三
郎
）

　小
峰

　京
子

　（
南
氷
川
）

○
夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
こ
の
人
権
週
間
に
あ
た
り
、

夜
間
に
電
話
に
よ
る
人
権
（
法

律
）
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
人

権
侵
害
や
、
日
常
生
活
の
法
律

問
題
に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
無

料
で
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
相
談
は
、
一
人
10
分
程
度
。

〔
日
時
〕

　
12
月
９
日
（
月
）

　 

        

午
後
５
時
か
ら
８
時

☎
０
３
（
６
７
２
２
）
０
１
２
７

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
人

権
プ
ラ
ザ
相
談
室

☎
０
３
（
６
７
２
２
）
０
１
２
４

「
女
性
の
人
権

  

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　
　
　 

強
化
週
間

　
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
、
職
場
で
の
い
じ
め
や
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
誹
謗
中
傷
な
ど
ど
ん
な
こ

と
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

 

女
性
の
人
権
問
題
に
詳
し
い

法
務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護

委
員
が
お
受
け
し
ま
す
。

〔
実
施
日
時
〕

(1)
期
間
　

　
11
月
13
日
（
水
）
か
ら
19
日

（
火
）
ま
で

(2)
時
間

　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７
時

ま
で

　
土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
の
午

前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

〔
開
設
場
所
〕

東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
法
務

局
人
権
擁
護
部
第
二
課

☎
０
３
（
５
３
６
３
）
３
０
６
２

み
ん
な
の
情
報
局

お
祭
り
お
面
づ
く
り
講
習
会

　奥
多
摩
に
古
く
か
ら
伝
わ
る

郷
土
芸
能
を
大
切
に
し
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ
た
お
面

づ
く
り
の
講
習
会
で
す
。

　
ど
な
た
で
も
参
加
、
見
学
が

で
き
ま
す
。
　

　
道
具
も
貸
し
出
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

〔
開
催
日
〕
12
月
か
ら
３
月
の

間
（
週
に
１
回
　
土
曜
日
か
日

曜
日
）
全
８
回

〔
参
加
費
〕
１
２
０
０
０
円
（
８

回
分
・
レ
ン
タ
ル
代
含
む
）

〔
時
間
〕
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
お
く
た
ま

海
沢
ふ
れ
あ
い
農
園

　
　
　
　
　☎
85
‐
８
６
８
５

　あ
な
た
も
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線

を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
！

　
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
の
免
許
を

取
得
し
て
、
国
内
や
海
外
の
方

と
交
信
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
ク

ラ
ブ
で
は
、
第
四
級
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
技
士
の
資
格
取
得
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
国
家
試
験

を
受
け
ず
に
、
無
線
知
識
が
な

い
初
心
者
の
方
で
も
、
こ
の
講

習
会
を
受
講
後
、
修
了
試
験
に

合
格
す
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
。

　
小
学
生
か
ら
高
齢
の
方
ま
で

受
講
し
て
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
11
月
23
日
（
祝
）・
24

日
（
日
）
の
２
日
間

〔
会
場
〕
文
化
会
館

〔
費
用
〕
２
５
９
５
０
円

（
18
歳
以
下
の
方
１
３
８
５
０

円
）

〔
募
集
期
限
〕
11
月
18
日
（
月
）

＊
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

※
問
い
合
わ
せ
は
、
文
化
団
体

連
盟
　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
ク
ラ
ブ

☎
０
９
０
（
４
１
２
１
）
７
８
３
４

ハ
ム
シ
ョ
ッ
プ
　
フ
レ
ン
ズ

☎
０
４
２
（
５
５
５
）
７
０
５
８

カ
ッ
ト
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キ
ッ
ト
を

支
給
し
て
い
ま
す

　
町
で
は
、
町
内
在
住
の
65
歳

以
上
の
方
で
、
一
人
暮
ら
し
の

方
、
高
齢
者
の
み
で
お
住
ま
い

の
方
ま
た
は
日
中
や
夜
間
に
独

居
と
な
る
方
を
対
象
に
、
救
急

時
に
必
要
な
医
療
情
報
を
あ
ら

か
じ
め
保
管
し
て
お
く
こ
と
が

で
き
る
、「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ

ト
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ

ト
」
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
定

の
用
紙
に
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
の
他
、
既
往
歴
、
か
か
り
つ

け
医
療
機
関
、
緊
急
連
絡
先
な

ど
を
記
入
し
、
所
定
の
保
管
場

所
（
冷
蔵
庫
）
に
常
備
し
て
、

救
急
時
の
適
切
な
医
療
活
動
を

支
援
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
福
祉
保
健
課

に
、
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

第
76
回
人
権
週
間

 
12
月
４
日
（
水
）
～
10
日
（
火
）    

　毎
日
の
生
活
の
な
か
で
困
り

ご
と
や
、
い
じ
め
、
体
罰
な
ど

人
権
に
関
す
る
こ
と
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
人
権
擁
護
委
員
が

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
相
談
日
は
、
毎
月
第
２
木
曜

日
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で
福

祉
会
館
で
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
町
の
人
権
擁
護
委
員

　原
島

　貞
夫

　（
丹
三
郎
）

　小
峰

　京
子

　（
南
氷
川
）

○
夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
こ
の
人
権
週
間
に
あ
た
り
、

夜
間
に
電
話
に
よ
る
人
権
（
法

律
）
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
人

権
侵
害
や
、
日
常
生
活
の
法
律

問
題
に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
無

料
で
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
相
談
は
、
一
人
10
分
程
度
。

〔
日
時
〕

　
12
月
９
日
（
月
）

　 

        

午
後
５
時
か
ら
８
時

☎
０
３
（
６
７
２
２
）
０
１
２
７

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
人

権
プ
ラ
ザ
相
談
室

☎
０
３
（
６
７
２
２
）
０
１
２
４

「
女
性
の
人
権

  

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　
　
　 

強
化
週
間

　
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
、
職
場
で
の
い
じ
め
や
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
誹
謗
中
傷
な
ど
ど
ん
な
こ

と
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

 

女
性
の
人
権
問
題
に
詳
し
い

法
務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護

委
員
が
お
受
け
し
ま
す
。

〔
実
施
日
時
〕

(1)
期
間
　

　
11
月
13
日
（
水
）
か
ら
19
日

（
火
）
ま
で

(2)
時
間

　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７
時

ま
で

　
土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
の
午

前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

〔
開
設
場
所
〕

東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
法
務

局
人
権
擁
護
部
第
二
課

☎
０
３
（
５
３
６
３
）
３
０
６
２

み
ん
な
の
情
報
局

お
祭
り
お
面
づ
く
り
講
習
会

　奥
多
摩
に
古
く
か
ら
伝
わ
る

郷
土
芸
能
を
大
切
に
し
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ
た
お
面

づ
く
り
の
講
習
会
で
す
。

　
ど
な
た
で
も
参
加
、
見
学
が

で
き
ま
す
。
　

　
道
具
も
貸
し
出
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

〔
開
催
日
〕
12
月
か
ら
３
月
の

間
（
週
に
１
回
　
土
曜
日
か
日

曜
日
）
全
８
回

〔
参
加
費
〕
１
２
０
０
０
円
（
８

回
分
・
レ
ン
タ
ル
代
含
む
）

〔
時
間
〕
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
お
く
た
ま

海
沢
ふ
れ
あ
い
農
園

　
　
　
　
　☎
85
‐
８
６
８
５

　あ
な
た
も
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線

を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
！

　
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
の
免
許
を

取
得
し
て
、
国
内
や
海
外
の
方

と
交
信
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
ク

ラ
ブ
で
は
、
第
四
級
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
技
士
の
資
格
取
得
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
国
家
試
験

を
受
け
ず
に
、
無
線
知
識
が
な

い
初
心
者
の
方
で
も
、
こ
の
講

習
会
を
受
講
後
、
修
了
試
験
に

合
格
す
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
。

　
小
学
生
か
ら
高
齢
の
方
ま
で

受
講
し
て
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
11
月
23
日
（
祝
）・
24

日
（
日
）
の
２
日
間

〔
会
場
〕
文
化
会
館

〔
費
用
〕
２
５
９
５
０
円

（
18
歳
以
下
の
方
１
３
８
５
０

円
）

〔
募
集
期
限
〕
11
月
18
日
（
月
）

＊
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

※
問
い
合
わ
せ
は
、
文
化
団
体

連
盟
　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
ク
ラ
ブ

☎
０
９
０
（
４
１
２
１
）
７
８
３
４

ハ
ム
シ
ョ
ッ
プ
　
フ
レ
ン
ズ

☎
０
４
２
（
５
５
５
）
７
０
５
８

カ
ッ
ト


